９月総会議事録
２０２４年９月２５日

・日時　２０２４年９月２５日（水）午後６時００分～
・場所　大阪弁護士会館２０１・２０２会議室


定足数が１３４名（委任状を含む。）であるところ、出席会員が２６名、WEB参加会員が１６名であり、委任状が２０１通提出された。
　上記のとおり定足数に足る会員の出席があったので、本総会は適法に成立し、幹事長の指名により副幹事長今井　力が議長となり、開会を宣し、議案の審議に入った。


１　開会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事長　村瀬　謙一

２　２０２３年度決算報告及び承認　　　　　　前年度副幹事長　足立　啓成
会計監事　奥野　祐希
（１）決算報告（足立会員）　
詳細については配付資料１のとおり。
収入について、会費収入は９５０万円（予算に対して９５％の収入）、特別拠出金は１９万円（昨年度は納入をお願いしていないため）、収入合計は１３，１０２，２１２円。
　　　支出について、経常費及び各委員会については資料１のとおり。新人歓迎旅行補助金については予算より支出の方が大きくなっているが、新人歓迎旅行代金収入が２，２２０，９１６円あるため、実質的な支出は１，２３５，３０４円である。支出合計は１２，４６２，１９１円、収支差額は６４０，０２１円の黒字、繰越金は２４，７９０，０６８円である。

（２）監査報告（奥野会員）
　　　詳細については配布資料２のとおり。
２０２３年度の本会計及び若手会会計について、収入や支出が春秋会の目的に沿うものであり、かつ、不適切な支出、不正な支出、不適切な会計処理は認められないため、２０２３年度決算報告書の内容は相当であり、記載内容について指摘する事項は認められない。

（３）決議
以上について、別段の異議なく賛成多数でこれを可決、承認した。

３　幹事の選任（補充）　　　　　　　　　　　　　　　幹事長　村瀬　謙一
　　　６６期幹事のうちの１名が休会したため、本総会以降、金　星姫会員を６６期幹事として新たに選任することにつき承認を求めた（金会員内諾済み）。
以上について別段の異議なく賛成多数でこれを可決、承認した。

４　会則改正（幹事の選任等）　資料３　　　　　　　　幹事長　村瀬　謙一
（１）　春秋会会則第５条２項は、「幹事長は前年度の１２月総会での決議によって選任し、その余の幹事は前年度の３月総会での決議によって選任する。ただし、やむを得ない場合は、【現行】その後に開催する総会での決議によって選任する。」と規定しているが、【改正案】「幹事長において幹事を選任することができる。この場合、その後に開催する総会での承認の決議を経なければならない。」と変更することについて、決議を求めた。
なお、変更を求める理由（要旨）は、４月から新規弁護士として登録した会員を幹事として選任し、９月の総会よりも早い時期から幹事に参加いただくためである。
以上に対し、「幹事長において」ではなく「幹事会において」とする方が相当との意見が多数あったため、上記【改正案】を下記【修正案】のとおり修正したうえで決議し、賛成多数で可決、承認した。

記
【修正案】「幹事会において幹事を選任することができる。この場合、その後に開催する総会での承認の決議を経なければならない。」

（２）　春秋会会則第７条２項は、「前項のほか、幹事長は、【現行】第４条８項、第６条７項及び第８条２項の各事項を除く会務を決定し、執行する。」と規定しているが、【改正案】「第４条１０項、第６条９項及び第８条２項の各事項を除く会務を決定し、執行する。」と変更することについて決議を求めた。
　なお、変更理由は、前回会則改正時に追加された条文との兼ね合いでとずれが生じている部分があり、これらを是正するためである。
　以上について決議し、別段の異議なく賛成多数で可決、承認した。

５　会費規則改正　資料４　　　　　　　　　　　　　　幹事長　村瀬　謙一
（１）第１の改正
若手会員について、会費を１万円とする旨の改正の提案があったため、当該提案を踏まえた改正案につき審議を求めた（配布資料４別紙【会費規則　新旧対照表】参照）
　改正の理由（要旨）は、若手会員確保のため（当会よりも会費が安い会派があり、その会派に若手会員が流れている現状に対抗するため）、また多額の繰越金（２０００万円以上）もあるため。

【質疑応答（概要）】
A会員：改正案第１条１項は「・・・修習終了後１０年を経過した会員　２万円」と規定しており、２項は「その他の会員　１万円」と規定しているが、修習していない人（学者等）はずっと１万円という理解で良いか。
幹事長：仮にそういう方が当会に入会し、かつ上記規定を根拠にずっと１万円と主張するのであれば、それでも良いのではないか。
B会員：当該改正による減収は６０万とある。谷間世代がみな「修習終了後１０年を経過した会員」となれば更なる減収が見込まれる。持続可能性はあるのか。
幹事長：多額の繰越金があるため直ちに破綻することはないことを前提に、会費が安い会派に若手が流れていく現状を打開し、新入会員に当会に入会いただくためには、若手会員の会費減額が必要不可欠と思料する。これにより新入会員が増加すれば、１０年経過後は当会の財務基盤の確立にも資する。今は新入会員の獲得を目指すべき時である。

（２）第２条１項の改正
現行は「入会して最初に４月１日を迎えた年の分の年会費は、免除する。」という文言になっているが、端的に、「入会した年度の年会費は、免除する。」と変更することについて審議を求めた。
理由（要旨）は、その方がシンプルかつ分かり易く、免除される年度が長くなり過ぎることもなく、また解釈につき疑義も生じないと思料するため。

【質疑応答（概要）】
C会員：会費規則第１条２項には「各年４月１日時点における会員は、年会費をその年の５月３１日までに支払う。」と規定されている以上、そもそも４月２日以降に入会した新入会員は年会費が発生しないのではないか。そうだとすれば、「入会した年度の年会費は、免除する。」とわざわざ規定する必要はないのではないか。
幹事長：そう規定しなかった場合、登録月によっては、免除される期間が長くなり過ぎる場合が想定される。
C会員：それについては２条１項を削除することにより対応することが可能であり、かつその方が簡明ではないか。
幹事長：１条は年会費の額と納入時期を明らかにし、２条及び３条は免除事由を規定しているという立て付けを維持する方が相当と思料する。

D会員：３月末に弁護士登録する新入会員がいた場合の対応は。
幹事長：春秋会への入会を４月以降にすることによって対応する。

（３）第２条２項１号の改正
現行は、「法曹在職通算５０年または満７５歳に達した方で、その旨を幹事長に届け出た会員」については、「届け出た日が属する年度以降の入会期間」会費を免除するという規定になっている。
しかしこの管理が困難であり、上記規定により免除となった会員に対する会費納入の督促が止まない現状がある。
かかる現状に対応するため、「法曹在職通算５０年に達した会員」については、申請を待たずして一律免除とする旨、また、「満７５歳に達した方」については現状どおりその旨幹事長に届け出た会員のみ会費を免除する旨の改正案につき審議を求めた。

（４）決議
以上（１）ないし（３）の改正案について、賛成多数でこれを可決、承認した。

６　２０２４年度予算及び上半期中間会計報告　　　　　副幹事長　東　尚吾
（1） ２０２４年度予算
今年度予算については、７月１９日の幹事会で承認を受けており、詳細については配布資料５のとおり。
若手会活動活性化費の新人歓迎旅行補助金を計上している。２０２４年度は新人登録がない可能性が高く、支出が次年度に渡す可能性がある。

（２）会費等納入状況
９月１８日時点会費納入９２６万円、特別拠出金１１３万円、合計１０３９万円の納入いただいている。

７　選考委員会の運用についての議論状況の報告　　　　委員長　村瀬　謙一
第１回選考委員会において、従前の選考委員会の運用（要旨、①第１回選考委員会において、「今年度は会長を推薦しない」旨決議し、②以降、副会長についてのみ、規則に基づく選考手続を実施する旨の運用）について、問題提起があった。
具体的には、上記運用は、会員に立候補の機会及び選考委員会による選考手続を受ける機会を保証するという観点から問題があるのではないか、またおよそそのような機会自体を与えないことを現行規則は予定していないのではないか、という趣旨の問題提起（概要）があった。
議論状況については、配布資料６参照。
今年度の上記委員会においては、従前の運用に従い会長を推薦しない旨決議したが、問題意識の共有のために、議論状況を報告した。
　
８　大阪弁護士会　会務報告　　資料７　　　　　　　　副会長　松井　淑子
　 eラーニング停止措置について、明後日９月２７日に、暫定サイトではあるが、（本来３００本ほどある講座のうち）ひとまず５０本ほど講座がアップされる予定。正式にアップされ次第、春秋会メーリングリストで案内する。
本格復旧の目処について、今年度中（３月末まで）の復旧を目指して研修センターの方々、運営委員会の方々等が協議しながら進めているものの、具体的方針については未だ定まっておらず、費用や信頼性等を考慮し鋭意検討中である。
その他報告については配布資料７のとおり。

９　活動報告
（１）春秋会活動全般　　　　　　　　　　　　　　　　幹事長　村瀬　謙一
　　　コロナ禍において令和２年から５年まで開催できなかった「春秋の日」を、今年度復活することができた。
　　　常議員会議案検討会についても毎回実施し、継続してきた。今後も年度中を通じて実施していく予定である。
　　　なお、今年は嘱託の交代時期でもあり、これまで２年間嘱託を務めた下枝会員が９月末をもって退任し、今後は村本会員が嘱託を務める。

（２）選考委員会　資料８　　　　　　　　　　　　　　委員長　村瀬　謙一
副会長推薦候補者の河野豊会員について、投票の結果、満場一致で信任するとの結果であった。
　１２月総会において、同会員を春秋会として推薦するか否かお諮りする予定。

（３）政策委員会　資料９　　　　　　　　　　　　　　　委員長　上田　純
　　　上田委員長が欠席のため、担当副幹事長の河野会員が報告。
第１回企画（７月２４日１８時～、テーマは政治資金問題）は既に終了。
　　　第２回企画は１１月１３日を予定。テーマは、弁護士会による人権救済制度と人権調査。
　第３回企画は、来年３月６日を予定。テーマは内部通報・公益通報者保護、講師は奥山教授（兵庫県の１００条委員会で証言された方）と決まっているが、更に詳細については今後詰めていく。

（４）研修委員会　資料１０　　　　　　　　　　　　 委員長　山本　婦紗子
６月４日、１８９３年に創業された梅乃宿酒造株式会社代表取締役吉田佳代氏をお招きし、伝統文化を守りつつ、新しい酒文化の創造に向けて挑戦されてきたご経験をお話しいただいた。
９月７日、親睦委員会との共催企画「梅乃宿酒造酒蔵見学と梅酒・梅シロップの製造体験」を実施し、日本酒の製造工程等を学ぶことができた。
　　　９月２０日、春秋の日を開催した。松丸先生をお呼びし、過労死問題や、弁護士を志されたきっかけ、弁護士になってからのご活動等についてお話しいただいた。
　今後の予定としては、岡口裁判官を講師としてお呼びして行なう研修を、概要以下のとおり予定している。
・開催日時・・・来年２月７日の１８時から
　　　・開催場所・・・大阪弁護士会館２０１・２０２（リアル）＋オンライン
　　　・講演内容・・・弾劾裁判について
　　　なお、その研修にあっては、伊藤塾塾長の伊藤真先生、弁護団のお一人である弁護士大賀先生にもご登壇いただく方向で現在調整中であり、また研修後に懇親会も予定している。
　加えて、ビジネスマナー研修についても、次年度の早い段階で開催する方向で随時検討していく予定。

（５）広報委員会　資料１１　　　　　　　　　　　　　委員長　河野　雄介
河野委員長が欠席のため、担当副幹事長の小野会員が報告。
会報１１１号（秋号）を本日発行した。特に、取材旅行記事については、現地に行かなければ分からない情報が記載されており、読み応えのある記事になっている。
　　　ニュースレター１０月号について、８月２８日に開催された破産研修に関する記事、９月７日に開催された酒造見学に関する記事、９月２０日に開催された春秋の日に関する記事、本日開催の春秋会総会に関する記事等について、現在準備中。

（６）親睦委員会　資料１２　　　　　　　　　　　　　委員長　間野　泰治
研修委員会との共催で「梅乃宿酒造酒蔵見学と梅酒・梅シロップの製造体験」を実施した。
　今後の企画、直近で、１１月１６日に地引網体験を予定している。大人３０名ほどに参加いただく必要があるため、ご家族でのご参加も大歓迎。
来年１月下旬には新年会、２月にはゲーム＆グルメ企画を予定しており、また毎年恒例の「ワインの夕べ」については、会場がリニューアル工事中であることとの関係で、今年度は３月に実施する予定。

（７）若手会　資料１３　　　　　　　　　　　　 　世話役代表　前野　陽平
若手会代表世話役前野会員が欠席のため、担当副幹事長中西会員が報告。
６月２５日、浦会員を講師としてお招きし、毎年恒例の第１回破産研修及び懇親会を実施。
７月１６日、広瀬会員を講師としてお招きし、事務所経営に関する勉強会及び懇親会を実施。
　７月３０日、親睦委員との共催で、春秋会暑気払いを実施。
８月２８日、浦会員による第２回破産研修及び懇親会を実施。
今後の予定として、直近では、９月２７日、今井会員を講師としてお招きし、交通事故研修を実施した後、ビアガーデンパーティーを開催する。
　　　また、１１月９日には若手会との共催で春秋会ゴルフ、１１月３０日には若手会対抗ゴルフ、具体的時期は未定であるものの１１月ころを目途に屋形船企画を計画している。

１０　嘱託退任の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下枝　歩美
　　　２年間嘱託を務めてきたが９月末をもって任期満了を迎える。
飯島執行部にはじまり、それぞれ違ったカラーの、それぞれ違った良さのある執行部を見させていただき大変勉強になった。
　子どもが小さいため確約はできないが、今後も運動会や子どもの参加可能な企画に参加することを通じて、春秋会と関わっていきたいと考えている。

１１　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副幹事長　河野　豊

以　上
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